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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

海外機関投資家を割当予定先とし、第三者割当の方法により行う募集株式の発行に関して、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の規定に基づき、平成30年３月30日付で臨時

報告書を提出しておりますが、平成30年４月10日(以下「条件決定日」という。)開催の取締役会(以下「第２回取締役

会」という。)において、募集条件、その他新株式発行に関し必要な事項を決定しましたので、これらに関する事項を

訂正するため、また、第２回取締役会における当該決定に係る取締役会議事録を提出するため、金融商品取引法第24

条の５第５項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正内容】

訂正箇所は　　罫で示してあります。

　

１ 【提出理由】

(訂正前)

＜前略＞

なお、本海外機関投資家第三者割当の決議とは別に、同日開催の取締役会において、日亜化学工業株式会社を割当

予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下「事業会社第三者割当」という。)が決議されております。事業会

社第三者割当と本海外機関投資家第三者割当は、同日開催の取締役会において決議された当社普通株式の第三者割当

であること、１株当たりの発行価格及び１株当たりの資本組入額は同額となる予定であること、並びに払込期間等が

同じであることにおいて共通する点があります。もっとも、本海外機関投資家第三者割当においては、総合財務アド

バイザー兼リード・プレースメント・エージェントであるＳＭＢＣ日興証券株式会社及びその海外関連会社並びにプ

レースメント・エージェントであるみずほ証券株式会社及びその海外関連会社が、割当予定先以外の投資家を含む海

外機関投資家を潜在的投資者として需要の見込み調査等を実施したのに対して、事業会社第三者割当においては、国

内外の事業会社と当社との間で国内外での個別交渉を実施しており、また、本海外機関投資家第三者割当において

は、当社とは取引関係になく、純投資目的で当社株式を取得する海外の機関投資家を割当予定先とするのに対して、

事業会社第三者割当においては、当社と取引関係にある日亜化学工業株式会社を割当予定先としており、中長期の保

有を前提としていることから、各割当予定先との間で締結する予定の出資契約書において払込みを行った日より２年

間継続して保有することを合意する予定であること等、募集の対象とする投資家の範囲を含む募集の方法において両

者は異なるものであることから、両者は別個の募集であります。

 

(訂正後)

＜前略＞

なお、本海外機関投資家第三者割当の決議とは別に、同日開催の取締役会において、日亜化学工業株式会社を割当

予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下「事業会社第三者割当」という。)が決議されております。事業会

社第三者割当と本海外機関投資家第三者割当は、同日開催の取締役会において決議された当社普通株式の第三者割当

であること、１株当たりの発行価格及び１株当たりの資本組入額は同額であること、並びに払込期間等が同じである

ことにおいて共通する点があります。もっとも、本海外機関投資家第三者割当においては、総合財務アドバイザー兼

リード・プレースメント・エージェントであるＳＭＢＣ日興証券株式会社及びその海外関連会社並びにプレースメン

ト・エージェントであるみずほ証券株式会社及びその海外関連会社が、割当予定先以外の投資家を含む海外機関投資

家を潜在的投資者として需要の見込み調査等を実施したのに対して、事業会社第三者割当においては、国内外の事業

会社と当社との間で国内外での個別交渉を実施しており、また、本海外機関投資家第三者割当においては、当社とは

取引関係になく、純投資目的で当社株式を取得する海外の機関投資家を割当予定先とするのに対して、事業会社第三

者割当においては、当社と取引関係にある日亜化学工業株式会社を割当予定先としており、中長期の保有を前提とし

ていることから、割当予定先との間で締結した出資契約書において払込みを行った日より２年間継続して保有するこ

とを合意していること等、募集の対象とする投資家の範囲を含む募集の方法において両者は異なるものであることか

ら、両者は別個の募集であります。
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２ 【報告内容】

(2) 発行数

(訂正前)

未定(下記「(12) 第三者割当の場合の特記事項　ａ　割当予定先の状況　(d) 割り当てようとする株式の数」に

おいて各割当予定先に対する本新株式の割当予定金額として記載した金額を、平成30年４月10日(以下「条件決定

日」という。)に、同日開催予定の当社の取締役会(以下「第２回取締役会」という。)において決定される本新株

式１株当たりの発行価格で除した数(計算の結果100株未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り捨てる。)の総

数として、条件決定日に、会社法第199条第１項で求められる取締役会決議として第２回取締役会において決定し

ます。)

但し、第２回取締役会において決定される本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の総数が、

1,120,670,338株(当社の発行可能株式総数から現在の発行済株式総数並びに発行済新株予約権及び発行済新株予

約権付社債の目的となる株式の数の合計数を引いた数です。)を上回る場合、本海外機関投資家第三者割当は中止

します。

　

(訂正後)

209,788,900株

　

(3) 発行価格及び資本組入額

(訂正前)

(ⅰ)発行価格(払込金額) 未定(本新株式１株当たりの発行価格は、平成30年４月５日(木)(当日を含みます。)か

ら平成30年４月９日(月)(当日を含みます。)までの各取引日(売買高加重平均価格のな

い日を除きます。)における、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」とい

う。)における当社普通株式の売買高加重平均価格の単純平均値に0.9を乗じた額(計算

の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる。)として、条件決定日

に、会社法第199条第１項で求められる取締役会決議として第２回取締役会において決

定します。)但し、かかる期間中、当社普通株式の売買高加重平均価格のある日が１日

もない場合、本海外機関投資家第三者割当は中止します。

(ⅱ)資本組入額 未定(会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金

額(計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる。)を上記(2)の

発行数で除した金額とします。)
 

　

(訂正後)

(ⅰ)発行価格(払込金額) 143円

(ⅱ)資本組入額 71.5円
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(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(訂正前)

(ⅰ)発行価額の総額 30,000,000,000円

(ⅱ)資本組入額の総額 未定
 

(注)　発行価額の総額は、会社法上の払込金額であり、平成30年３月30日開催の取締役会において見込額を上

記の通り決定しております。発行価額の総額の見込額は、各割当予定先に対する本新株式の割当予定金

額を合計した見込額であります。実際の発行価額の総額は、最終的な発行数に最終的な発行価格を乗じ

た額として、条件決定日に、第２回取締役会において決定します。資本組入額の総額は、会社法上の増

加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１

の金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、

増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

 
(訂正後)

(ⅰ)発行価額の総額 29,999,812,700円

(ⅱ)資本組入額の総額 14,999,906,350円
 

(注)　発行価額の総額は、会社法上の払込金額であります。資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金

の額であり、増加する資本準備金の額は、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限

度額(発行価額の総額)から増加する資本金の額(資本組入額の総額)を減じた額とします。

 
(6) 発行方法

(訂正前)

第三者割当の方法により発行いたします。なお、各割当予定先に割り当てる本新株式の数は、下記「(12) 第三者

割当の場合の特記事項　ａ　割当予定先の状況　(d) 割り当てようとする株式の数」において各割当予定先に対

する本新株式の割当予定金額として記載した金額を、条件決定日に決定する本新株式１株当たりの発行価格で除

した数(計算の結果100株未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り捨てる。)として、条件決定日に、第２回取

締役会において決定します。

 
(訂正後)

第三者割当の方法により発行いたします。
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(9) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(ⅰ)手取金の総額

(訂正前)

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

30,000,000,000 820,000,000 29,180,000,000
 

(注) １　払込金額の総額は、上記「(4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額　(ⅰ)発行価額の総額」に記載の発行

価額の総額の見込額であります。

２　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

３　発行諸費用の概算額の内訳は、本海外機関投資家第三者割当に係るエージェント費用、弁護士費用、登記関

連費用及びその他事務費用(臨時報告書作成費用、払込取扱銀行手数料及び反社チェック調査費用等)であり

ます。

 
(訂正後)

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円)

29,999,812,700 820,000,000 29,179,812,700
 

(注) １　発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

２　発行諸費用の概算額の内訳は、本海外機関投資家第三者割当に係るエージェント費用、弁護士費用、登記関

連費用及びその他事務費用(臨時報告書作成費用、払込取扱銀行手数料及び反社チェック調査費用等)であり

ます。

 

(注)１の全文削除及び２、３の番号変更

 
(ⅱ)手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期

(訂正前)

本海外機関投資家第三者割当の差引手取概算額29,180百万円及び事業会社第三者割当の差引手取概算額4,869百

万円の手取概算額合計34,049百万円の具体的な使途については、次の通り予定しております。

なお、以下の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。

 

具体的な使途
支出予定総額
(百万円)

充当予定金額
(百万円)

支出予定時期

①　FULL ACTIVE™の量産に関する増加運転資金等 45,000 25,000
平成30年７月～
平成31年３月

②　FULL ACTIVE™の後工程(液晶セルにカバーガラスや
バックライト等を組み付けるモジュール化工程)量産
体制に向けた設備投資等

9,049 9,049
平成30年５月～
平成31年３月

 

＜後略＞

 

(訂正後)

本海外機関投資家第三者割当の差引手取概算額29,179百万円及び事業会社第三者割当の差引手取概算額4,869百

万円の手取概算額合計34,049百万円の具体的な使途については、次の通り予定しております。

なお、以下の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金等で保管する予定です。

 

具体的な使途
支出予定総額
(百万円)

充当予定金額
(百万円)

支出予定時期

①　FULL ACTIVE™の量産に関する増加運転資金等 45,000 25,000
平成30年７月～
平成31年３月

②　FULL ACTIVE™の後工程(液晶セルにカバーガラスや
バックライト等を組み付けるモジュール化工程)量産
体制に向けた設備投資等

9,049 9,049
平成30年５月～
平成31年３月

 

＜後略＞
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(12) 第三者割当の場合の特記事項

ａ　割当予定先の状況

(d) 割り当てようとする株式の数

(訂正前)

割当予定先 本新株式の割当予定金額

インテグレーテッド・コア・ストラテジーズ(アジア)
ピーティーイー・リミティッド

1,266,000,000円

カイゼンⅠリミテッド 1,285,400,000円

カイゼンⅡリミテッド 447,600,000円

クォンタム・パートナーズ・エルピー 267,000,000円

グラティキュール・アジア・マクロ・マスター・ファ
ンド・リミテッド

779,050,000円

ザ・セガンティ・アジア・パシフィック・エクイ
ティ・マルチ・ストラテジー・ファンド

6,000,000,000円

ジーアールエフ・トレイディング・リミテッド 106,450,000円

ジーエスエー・キューエムエス・マスター・ファン
ド・リミテッド

2,000,000,000円

シーエムエーピー・グラティキュール・ファンド・リ
ミテッド

149,640,000円

ジャブキャップ・グローバル・バランスト・マス
ター・ファンド・リミテッド

440,000,000円

ジャブキャップ・マルチ・ストラテジー・マスター・
ファンド・リミテッド

550,000,000円

ジャブキャップ(ラックス)-グローバル・バランスト 110,000,000円

スター・ファイブ・パートナーズ・エルエルシー 222,150,000円

センリガン・ジャパン・マスター・ファンド 168,000,000円

センリガン・マスター・ファンド 1,520,000,000円
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割当予定先 本新株式の割当予定金額

ディー・イー・ショー・ヴェイレンス・インターナ
ショナル・インク

1,714,700,000円

ディー・イー・ショー・オキュラス・インターナショ
ナル・インク

923,300,000円

ティーティー・イベント・ドリブン・ファンド・セグ
リゲイテッド・ポートフォリオ

200,640,000円

ティーティー・インターナショナル・ファンド・リミ
テッド

850,260,000円

ネズ・アジア・キャピタル・マネージメント・リミ
テッド

2,100,000,000円

ピーエフエーエム・リミテッド 15,760,000円

ブラックウェル・パートナーズ・エルエルシー-シリー
ズ・エー

745,500,000円

ポイント72・アソシエイツ・エルエルシー 1,793,500,000円

マーシャル・ウェイス・インベストメント・ストラテ
ジーズ-エウレカ・ファンド

764,560,000円

マーシャル・ウェイス・インベストメント・ストラテ
ジーズ-ジャパン・マーケット・ニュートラル・ファン
ド

254,850,000円

マーシャル・ウェイス・インベストメント・ストラテ
ジーズ-マーケット・ニュートラル・ティーオーピーエ
ス・ファンド

1,104,390,000円

マーソ・キャピタル・インベストメンツ・リミテッド 532,350,000円

モナシー・インベストメント・マネージメント・エル
エルシー

2,638,000,000円

ヨーク・アジアン・オポチュニティーズ・インベスト
メンツ・マスター・ファンド・エルピー

367,810,000円

ヨーク・アジアン・ストラテジック・メトリック・マ
スター・エルピー

683,090,000円
 

(注)　割り当てようとする株式の数は、上記「(2) 発行数」に記載の通り、本臨時報告書の提出日現在においては未

定であるため、割り当てようとする株式の数に代えて割当予定金額を記載しております。実際の割当てようと

する株式の数は、各割当予定先に対する本新株式の割当予定金額として上記に記載した金額を、条件決定日に

決定する本新株式１株当たりの発行価格で除した数(計算の結果100株未満の端数を生ずる場合は、その端数を

切り捨てる。)として、条件決定日に、第２回取締役会において決定します。

 

EDINET提出書類

株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)

訂正臨時報告書

 7/20



 

(訂正後)

各割当予定先に割り当てる本新株式の数は、下表記載のとおりです。

 

割当予定先 割当予定株式数

インテグレーテッド・コア・ストラテジーズ(アジア)
ピーティーイー・リミティッド

8,853,100株

カイゼンⅠリミテッド 8,988,800株

カイゼンⅡリミテッド 3,130,000株

クォンタム・パートナーズ・エルピー 1,867,100株

グラティキュール・アジア・マクロ・マスター・ファ
ンド・リミテッド

5,447,900株

ザ・セガンティ・アジア・パシフィック・エクイ
ティ・マルチ・ストラテジー・ファンド

41,958,000株

ジーアールエフ・トレイディング・リミテッド 744,400株

ジーエスエー・キューエムエス・マスター・ファン
ド・リミテッド

13,986,000株

シーエムエーピー・グラティキュール・ファンド・リ
ミテッド

1,046,400株

ジャブキャップ・グローバル・バランスト・マス
ター・ファンド・リミテッド

3,076,900株

ジャブキャップ・マルチ・ストラテジー・マスター・
ファンド・リミテッド

3,846,100株

ジャブキャップ(ラックス)-グローバル・バランスト 769,200株

スター・ファイブ・パートナーズ・エルエルシー 1,553,400株

センリガン・ジャパン・マスター・ファンド 1,174,800株

センリガン・マスター・ファンド 10,629,300株
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割当予定先 割当予定株式数

ディー・イー・ショー・ヴェイレンス・インターナ
ショナル・インク

11,990,900株

ディー・イー・ショー・オキュラス・インターナショ
ナル・インク

6,456,600株

ティーティー・イベント・ドリブン・ファンド・セグ
リゲイテッド・ポートフォリオ

1,403,000株

ティーティー・インターナショナル・ファンド・リミ
テッド

5,945,800株

ネズ・アジア・キャピタル・マネージメント・リミ
テッド

14,685,300株

ピーエフエーエム・リミテッド 110,200株

ブラックウェル・パートナーズ・エルエルシー-シリー
ズ・エー

5,213,200株

ポイント72・アソシエイツ・エルエルシー 12,541,900株

マーシャル・ウェイス・インベストメント・ストラテ
ジーズ-エウレカ・ファンド

5,346,500株

マーシャル・ウェイス・インベストメント・ストラテ
ジーズ-ジャパン・マーケット・ニュートラル・ファン
ド

1,782,100株

マーシャル・ウェイス・インベストメント・ストラテ
ジーズ-マーケット・ニュートラル・ティーオーピーエ
ス・ファンド

7,723,000株

マーソ・キャピタル・インベストメンツ・リミテッド 3,722,700株

モナシー・インベストメント・マネージメント・エル
エルシー

18,447,500株

ヨーク・アジアン・オポチュニティーズ・インベスト
メンツ・マスター・ファンド・エルピー

2,572,000株

ヨーク・アジアン・ストラテジック・メトリック・マ
スター・エルピー

4,776,800株
 

 

(注)の全文削除
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ｃ　発行条件に関する事項

(a) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方

(訂正前)

本海外機関投資家第三者割当に係る払込金額は、平成30年４月５日(当日を含みます。)から平成30年４月９

日(当日を含みます。)までの各取引日(売買高加重平均価格のない日を除く。以下「本参照期間」という。)に

おける、東京証券取引所における当社普通株式の売買高加重平均価格の単純平均値(以下「本参照価格」とい

う。)に0.9を乗じた額(計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げる。)を払込金額とし

て、条件決定日に第２回取締役会において決定します。

＜中略＞

当社といたしましては、かかる払込金額の算出方法は既存株主の利益に配慮した合理的な方法であると判断

しております。

＜中略＞

なお、理論的には当社株式の市場価格が極端に下落した場合には、産業革新機構の連帯保証が付されたコ

ミットメントライン契約の連帯保証の解除事由である支配権変動事由に該当する可能性もあるものの、支配権

変動事由が生じるのは、１株当たり払込金額が74円以下(本参照価格が約82円以下)となった場合であり、発行

決議日前営業日における当社株式の終値が196円と約82円以下という水準からは相当程度の乖離があるのに対し

て、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の割当予定金額は合計で350億円と発行決議日前営業

日における当社の時価総額(発行済株式総数に当日終値を乗じた金額1,178億円)の約29.69％に過ぎないことに

加え、本参照期間の末日までは短期間であることや本参照価格は本参照期間における当社普通株式の売買高加

重平均価格の単純平均値であることを踏まえると、発行可能株式総数の上限に抵触する可能性や支配権変動事

由に該当する水準の株価となる可能性が存在するとは合理的に考え難く、発行可能株式総数の上限に抵触する

可能性や支配権変動事由に該当する水準の株価になる可能性はかかる払込金額の算出方法を採用することの合

理性を何ら否定するものではないと判断しております。なお、上記の支配権変動事由に該当する株価となって

も、第２回取締役会において決定される本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の総数が、

1,120,670,338株(当社の発行可能株式総数から現在の発行済株式総数並びに発行済新株予約権及び発行済新株

予約権付社債の目的となる株式の数の合計数を引いた数です。)を上回らない限り本海外機関投資家第三者割当

及び事業会社第三者割当は中止されませんが、下記「ｆ　大規模な第三者割当の必要性」に記載の通り、当社

にとって本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当による資金調達を実行する必要性は極めて高い

ことからすると、上記の払込金額の決定方法は、当社が必要とする金額の調達を可能とするものとして、既存

投資家にとっても合理性があるものと判断しています。

また、当社の監査役４名(うち社外監査役２名)全員が、当社取締役会に対し、上記算出方法は、平成30年３

月30日以後の本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の実施に関連する情報や当社のJOLEDの子会

社化の方針の取り下げなどを織り込んだ当社株式の市場価格を基準にしており、これに従い条件決定日に本参

照価格からの10％ディスカウントにより決定される払込金額は、割当予定先に特に有利な金額には該当しない

と考えられる旨の意見を本臨時報告書提出日時点で表明しております。なお、条件決定日に決定される払込金

額について、当社の監査役は改めて意見を表明する予定です。

さらに、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当が大規模な第三者割当に該当することが見込

まれることから、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思

確認手続きとして、当社は、当社の経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である白井克彦

氏、下河邉和彦氏及び橋本孝久氏(全員が独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役です。)を

選定し、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を諮問しまし

た。
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その結果、上記算出方法については、会社法第199条第１項で求められる取締役会決議として行われる第２回

取締役会の決議の直前日から一定期間さかのぼった市場価格を基準に決定するものであり、市場環境及び当社

の現在置かれた状況等を踏まえて、当社が必要とする金額を調達する上で、当社にとって最も望ましいと考え

られる方法として決定していることから、合理性が認められると考えられます。以上を踏まえれば、本海外機

関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の払込金額の決定方法には合理性が認められ、これに従い条件決

定日に決定される払込金額は、割当予定先に特に有利な金額ではないと評価できる旨の意見を本臨時報告書提

出日時点で得ております。なお、当社は、条件決定日に決定される払込金額について、上記の当社社外取締役

から改めて意見を得る予定です。
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(訂正後)

本海外機関投資家第三者割当に係る払込金額(143円)は、平成30年４月５日(当日を含みます。)から平成30年

４月９日(当日を含みます。)までの各取引日(売買高加重平均価格のない日を除く。以下「本参照期間」とい

う。)における、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の売買高加

重平均価格の単純平均値(以下「本参照価格」という。)に0.9を乗じた額(計算の結果１円未満の端数を生ずる

場合は、その端数を切り上げる。)として、条件決定日に第２回取締役会において決定しました。

なお、当該払込金額は、取締役会決議日の直前営業日(平成30年４月９日)の終値に対し11.73％のディスカウ

ント、取締役会決議日の直前営業日までの１か月間(平成30年３月12日から平成30年４月９日)の終値の単純平

均値192円(円未満切り捨て)に対し25.52％のディスカウント、取締役会決議日の直前営業日までの３ヶ月間(平

成30年１月10日から平成30年４月９日まで)における終値の単純平均値216円(円未満切り捨て)に対し33.80％の

ディスカウント、取締役会決議日の直前営業日までの６ヶ月間(平成29年10月10日から平成30年４月９日まで)

における終値の単純平均値220円(円未満切り捨て)に対し35.00％のディスカウントとなっております。

＜中略＞

当社といたしましては、かかる払込金額の算出方法は既存株主の利益に配慮した合理的な方法であり、かか

る払込金額の算出方法に基づいて決定された払込金額には合理性が認められると判断しております。

＜中略＞

なお、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当が実施された場合も、当社が３銀行と締結して

いるコミットメントライン契約に係る産業革新機構の連帯保証の解除事由である支配権変動事由には該当しま

せん。

また、当社の監査役４名(うち社外監査役２名)全員が、当社取締役会に対し、上記算出方法は、平成30年３

月30日以後の本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の実施に関連する情報や当社のJOLEDの子会

社化の方針の取り下げなどを織り込んだ当社株式の市場価格を基準にしており、これに従い条件決定日に本参

照価格からの10％のディスカウントにより決定される払込金額は、割当予定先に特に有利な金額には該当しな

いと考えられる旨の意見を臨時報告書提出日(平成30年３月30日)時点で表明しておりました。

上記の当社の監査役全員は、条件決定日に決定された本新株式の払込金額について、割当予定先に特に有利

な金額には該当しない旨の意見を条件決定日付で改めて表明しております。

さらに、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当が大規模な第三者割当に該当することが見込

まれたことから、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意思

確認手続きとして、当社は、当社の経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である白井克彦

氏、下河邉和彦氏及び橋本孝久氏(全員が独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役です。)を

選定し、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を諮問しまし

た。

その結果、上記算出方法については、会社法第199条第１項で求められる取締役会決議として行われる第２回

取締役会の決議の直前日から一定期間さかのぼった市場価格を基準に決定するものであり、市場環境及び当社

の現在置かれた状況等を踏まえて、当社が必要とする金額を調達する上で、当社にとって最も望ましいと考え

られる方法として決定していることから、合理性が認められると考えられます。以上を踏まえれば、本海外機

関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の払込金額の決定方法には合理性が認められ、これに従い条件決

定日に決定される払込金額は、割当予定先に特に有利な金額ではないと評価できる旨の意見を臨時報告書提出

日(平成30年３月30日)時点で得ておりました。

当社は、条件決定日に決定された本新株式の払込金額について、上記の当社社外取締役から改めて割当予定

先に特に有利な金額ではないと評価できる旨の意見を条件決定日付で改めて得ております。
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(b) 発行数量及び株式の希薄化規模の合理性に関する考え方

(訂正前)

本海外機関投資家第三者割当の発行価額の総額の見込額(30,000百万円)を事業会社第三者割当の本新株式１

株当たりの発行価格(払込金額)の見込額(平成30年３月27日(火)(当日を含みます。)から平成30年３月29日(木)

(当日を含みます。)までの各取引日における、東京証券取引所における当社普通株式の売買高加重平均価格の

単純平均値に0.9を乗じた額(計算の結果１円未満の端数を切り上げ))で除した本新株式の発行数の見込み(以下

「本海外機関投資家第三者割当の見込み発行数」という。)(168,537,900株)は、平成30年３月30日現在の発行

済株式総数の約28.02％に相当し、事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数の見込み(28,089,800株)とあわ

せると、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数の見込みは196,627,700

株となり、最終的な希薄化の規模は条件決定日に決定されるものの、平成30年３月30日現在の発行済株式総数

の約32.69％(総議決権数の約32.69％)に相当することから、相当程度の希薄化が生じることが見込まれます。

また、第２回取締役会において決定される本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の総数が、

1,120,670,338株(当社の発行可能株式総数から現在の発行済株式総数並びに発行済新株予約権及び発行済新株

予約権付社債の目的となる株式の数の合計数を引いた数です。)を上回らない限り、本海外機関投資家第三者割

当は中止されませんが、その際の本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当に基づく新株式の発行

数の見込みは1,120,670,338株となり、これは平成30年３月30日現在の発行済株式総数の約186.34％に相当しま

す。当社の株式流動性に比して比較的多くの株式を発行することになることが予想され、また、本海外機関投

資家第三者割当においては中長期保有の確約がないことからすると相当程度の株価下落リスクが見込まれま

す。他方で、下記「ｆ　大規模な第三者割当の必要性」に記載の通り、当社にとって本海外機関投資家第三者

割当及び事業会社第三者割当による資金調達を実行する必要性は極めて高く、また、本海外機関投資家第三者

割当及び事業会社第三者割当の調達規模は、大規模ではあるものの、あくまでかかる資金調達の必要性に照ら

して相当な規模に設定されています。また、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当は、他の資

金調達方法との比較においても、最も適切な資金調達方法と考えられ、さらに上記「(a) 発行価格の算定根拠

及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載の通り、払込金額の算出方法には合理性が認められます。以上

の事情を踏まえれば、希薄化が既存の株主の皆様に与えうる影響を考慮してもなお、本海外機関投資家第三者

割当及び事業会社第三者割当には必要性及び相当性が認められると考えております。

　

(訂正後)

本海外機関投資家第三者割当に基づく本新株式の発行数(209,788,900株)は、平成30年３月30日現在の発行済

株式総数の約34.88％に相当し、事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数(34,965,000株)とあわせると、本

海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数は244,753,900株となり、平成30年

３月30日現在の発行済株式総数の約40.70％(総議決権数の約40.70％)に相当することから、相当程度の希薄化

が生じます。当社の株式流動性に比して比較的多くの株式を発行することになり、また、本海外機関投資家第

三者割当においては中長期保有の確約がないことからすると相当程度の株価下落リスクが見込まれます。他方

で、下記「ｆ　大規模な第三者割当の必要性」に記載の通り、当社にとって本海外機関投資家第三者割当及び

事業会社第三者割当による資金調達を実行する必要性は極めて高く、また、本海外機関投資家第三者割当及び

事業会社第三者割当の調達規模は、大規模ではあるものの、あくまでかかる資金調達の必要性に照らして相当

な規模に設定されています。また、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当は、他の資金調達方

法との比較においても、最も適切な資金調達方法と考えられ、さらに上記「(a) 発行価格の算定根拠及び発行

条件の合理性に関する考え方」に記載の通り、かかる払込金額の算出方法に基づいて決定された払込金額には

合理性が認められます。以上の事情を踏まえれば、希薄化が既存の株主の皆様に与えうる影響を考慮してもな

お、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当には必要性及び相当性が認められると考えておりま

す。

　

EDINET提出書類

株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)

訂正臨時報告書

13/20



 

ｄ　大規模な第三者割当に関する事項

(訂正前)

本海外機関投資家第三者割当の発行数の見込み(168,537,900株)及び事業会社第三者割当に基づく新株式の発行

数の見込み(28,089,800株)の合計株式数は196,627,700株となります。かかる合計株式数は、平成30年３月30日現

在の発行済株式総数の約32.69％(総議決権数の約32.69％)に相当することから、希薄化率が25％以上になると見

込まれるため、当社としましては、本資金調達は大規模な第三者割当に該当することになると判断しておりま

す。

 
(訂正後)

本海外機関投資家第三者割当の発行数(209,788,900株)及び事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数

(34,965,000株)の合計株式数は244,753,900株となります。かかる合計株式数は、平成30年３月30日現在の発行済

株式総数の約40.70％(総議決権数の約40.70％)に相当し、希薄化率が25％以上になるため、当社としましては、

本資金調達は大規模な第三者割当に該当することになると判断しております。
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ｅ　第三者割当後の大株主の状況

(訂正前)

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合(％)

割当後の
所有株式
数(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

株式会社産業革新機構
東京都千代田区丸の内１
丁目４番１号

214,000,000 35.58％ 214,000,000 26.82％

ザ・セガンティ・アジア・パ
シフィック・エクイティ・マ
ルチ・ストラテジー・ファン
ド

Floor 4, Willow House,
Cricket Square, Grand
Cayman, KY1-1104

0 0.00％ 33,707,800 4.22％

日亜化学工業株式会社
徳島県阿南市上中町岡
491番地

0 0.00％ 28,089,800 3.52％

GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL (常任代理
人 ゴールドマン・サックス
証券株式会社)

133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB U.K.
(東京都港区六本木６丁
目10番１号六本木ヒルズ
森タワー)

20,053,907 3.33％ 20,053,907 2.51％

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR
BNYM GCM CLIENT ACCTS
MILM FE (常任代理人 株式
会社三菱東京UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET,
LONDON EC1A 1HQ UNITED
KINGDOM (東京都千代田
区丸の内２丁目７－１　
決済事業部)

15,117,218 2.51％ 15,117,218 1.89％

モナシー・インベストメン
ト・マネージメント・エルエ
ルシー

125 High Street, 28th
Floor, Boston MA 02110

0 0.00％ 14,820,200 1.86％

CHASE MANHATTAN BANK GTS
CLIENTS ACCOUNT ESCROW
(常任代理人　株式会社みず
ほ銀行決済営業部)

5TH FLOOR, TRINITY
TOWER 9,THOMAS MORE
STREET LONDON, E1W
1YT, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南２丁目
15－１品川インターシ
ティA棟)

12,050,705 2.00％ 12,050,705 1.51％

ネズ・アジア・キャピタル・
マネージメント・リミテッド

20/F, Man Yee
Building, 68 Des Voeux
Road, Central, Hong
Kong

0 0.00％ 11,797,700 1.48％

ジーエスエー・キューエムエ
ス・マスター・ファンド・リ
ミテッド

Ugland House, PO Box
309, Grand Cayman KY1-
1104, Cayman Islands

0 0.00％ 11,235,900 1.41％

ソニー株式会社
東京都港区港南１丁目７
番１号

10,700,000 1.78％ 10,700,000 1.34％

計 ― 271,921,830 45.21％ 371,573,230 46.56％
 

(注)

＜中略＞

３　割当後の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成29年９月30日現在の所有株式数及

び総議決権数に本海外機関投資家第三者割当の見込み発行数(168,537,900株)及び事業会社第三者割当の発

行数の見込み(28,089,800株)による増加分を加味した数値であります。

＜後略＞
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(訂正後)

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

総議決権数
に対する所
有議決権数
の割合(％)

割当後の
所有株式
数(株)

割当後の総議
決権数に対す
る所有議決権
数の割合(％)

株式会社産業革新機構
東京都千代田区丸の内１
丁目４番１号

214,000,000 35.58％ 214,000,000 25.29％

ザ・セガンティ・アジア・パ
シフィック・エクイティ・マ
ルチ・ストラテジー・ファン
ド

Floor 4, Willow House,
Cricket Square, Grand
Cayman, KY1-1104

0 0.00％ 41,958,000 4.96％

日亜化学工業株式会社
徳島県阿南市上中町岡
491番地

0 0.00％ 34,965,000 4.13％

GOLDMAN SACHS
INTERNATIONAL (常任代理
人 ゴールドマン・サックス
証券株式会社)

133 FLEET STREET
LONDON EC4A 2BB U.K.
(東京都港区六本木６丁
目10番１号六本木ヒルズ
森タワー)

20,053,907 3.33％ 20,053,907 2.37％

モナシー・インベストメン
ト・マネージメント・エルエ
ルシー

125 High Street, 28th
Floor, Boston MA 02110

0 0.00％ 18,447,500 2.18％

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR
BNYM GCM CLIENT ACCTS
MILM FE (常任代理人 株式
会社三菱東京UFJ銀行)

2 KING EDWARD STREET,
LONDON EC1A 1HQ UNITED
KINGDOM (東京都千代田
区丸の内２丁目７－１　
決済事業部)

15,117,218 2.51％ 15,117,218 1.79％

ネズ・アジア・キャピタル・
マネージメント・リミテッド

20/F, Man Yee
Building, 68 Des Voeux
Road, Central, Hong
Kong

0 0.00％ 14,685,300 1.74％

ジーエスエー・キューエムエ
ス・マスター・ファンド・リ
ミテッド

Ugland House, PO Box
309, Grand Cayman KY1-
1104, Cayman Islands

0 0.00％ 13,986,000 1.65％

ポイント72・アソシエイツ・
エルエルシー

Walkers Corporate
Limited, Cayman
Corporate Centre, 27
Hospital Road, George
Town, Grand Cayman
KY1-9008, Cayman
Islands

0 0.00％ 12,541,900 1.48％

CHASE MANHATTAN BANK GTS
CLIENTS ACCOUNT ESCROW
(常任代理人　株式会社みず
ほ銀行決済営業部)

5TH FLOOR, TRINITY
TOWER 9,THOMAS MORE
STREET LONDON, E1W
1YT, UNITED KINGDOM
(東京都港区港南２丁目
15－１品川インターシ
ティA棟)

12,050,705 2.00％ 12,050,705 1.42％

計 ― 261,221,830 43.44％ 397,805,530 47.01％
 

(注)

＜中略＞

３　割当後の所有株式数及び総議決権数に対する所有議決権数の割合は、平成29年９月30日現在の所有株式数及

び総議決権数に本海外機関投資家第三者割当の発行数(209,788,900株)及び事業会社第三者割当の発行数

(34,965,000株)による増加分を加味した数値であります。

＜後略＞
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ｆ　大規模な第三者割当の必要性

(a) 大規模な第三者割当を行うこととした理由及び当該大規模な第三者割当による既存の株主への影響について

の取締役会の判断の内容

③　大規模な第三者割当による既存の株主への影響

(訂正前)

本海外機関投資家第三者割当の発行数の見込み(168,537,900株)は、平成30年３月30日現在の発行済株式総

数の約28.02％に相当し、事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数の見込み(28,089,800株)とあわせる

と、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数の見込みは196,627,700株

となり、最終的な希薄化の規模は条件決定日に決定されるものの、平成30年３月30日現在の発行済株式総数

の約32.69％(総議決権の約32.69％)に相当することから、相当程度の希薄化が生じることが見込まれます。

また、第２回取締役会において決定される本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の総数が、

1,120,670,338株(当社の発行可能株式総数から現在の発行済株式総数並びに発行済新株予約権及び発行済新

株予約権付社債の目的となる株式の数の合計数を引いた数です。)を上回らない限り、本海外機関投資家第三

者割当は中止されませんが、その際の本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当に基づく新株式

の発行数の見込みは1,120,670,338株となり、これは平成30年３月30日現在の発行済株式総数の約186.34％に

相当します。当社の株式流動性に比して比較的多くの株式を発行することになることが予想され、また、本

海外機関投資家第三者割当においては中長期保有の確約がないことからすると相当程度の株価下落リスクが

見込まれます。他方で、上記「①　資金調達の主な目的」に記載の通り、当社にとって本海外機関投資家第

三者割当及び事業会社第三者割当による資金調達を実行する必要性は極めて高く、また、本海外機関投資家

第三者割当及び事業会社第三者割当の調達規模は、大規模ではあるものの、あくまでかかる資金調達の必要

性に照らして相当な規模に設定されています。また、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当

は、他の資金調達方法との比較においても、最も適切な資金調達方法と考えられ、さらに上記「ｃ　発行条

件に関する事項　(a) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載の通り、払込金額

の算出方法には合理性が認められます。以上の事情を踏まえれば、希薄化が既存の株主の皆様に与えうる影

響を考慮してもなお、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当には必要性及び相当性が認めら

れると考えております。

 
(訂正後)

本海外機関投資家第三者割当の新株式の発行数(209,788,900株)は、平成30年３月30日現在の発行済株式総

数の約34.88％に相当し、事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数(34,965,000株)とあわせると、本海外

機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当に基づく新株式の発行数は244,753,900株となり、平成30年３

月30日現在の発行済株式総数の約40.70％(総議決権の約40.70％)に相当することから、相当程度の希薄化が

生じます。当社の株式流動性に比して比較的多くの株式を発行することになり、また、本海外機関投資家第

三者割当においては中長期保有の確約がないことからすると相当程度の株価下落リスクが見込まれます。他

方で、上記「①　資金調達の主な目的」に記載の通り、当社にとって本海外機関投資家第三者割当及び事業

会社第三者割当による資金調達を実行する必要性は極めて高く、また、本海外機関投資家第三者割当及び事

業会社第三者割当の調達規模は、大規模ではあるものの、あくまでかかる資金調達の必要性に照らして相当

な規模に設定されています。また、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当は、他の資金調達

方法との比較においても、最も適切な資金調達方法と考えられ、さらに上記「ｃ　発行条件に関する事項　

(a) 発行価格の算定根拠及び発行条件の合理性に関する考え方」に記載の通り、かかる払込金額の算出方法

に基づいて決定された払込金額には合理性が認められます。以上の事情を踏まえれば、希薄化が既存の株主

の皆様に与えうる影響を考慮してもなお、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当には必要性

及び相当性が認められると考えております。
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(b) 大規模な第三者割当を行うことについての判断の過程

(訂正前)

本海外機関投資家第三者割当の発行数の見込み(168,537,900株)を事業会社第三者割当に基づく新株式の発行

数の見込み(28,089,800株)とあわせると、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当に基づく新株

式の発行数の見込みは196,627,700株となり、2018年３月30日現在の発行済株式総数の約32.69％に相当し、希

薄化率が25％以上になることが見込まれることから、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第

三者からの意見入手又は株主の意思確認手続きが必要となります。

そこで、当社は、当社の経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である白井克彦氏、下河邉

和彦氏及び橋本孝久氏(全員が独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役です。)を選定し、本

海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を諮問し、平成30年３月

30日付で、大要、以下の通りの意見を頂きました。

＜中略＞

(2) 資本調達の必要性

今回の資金調達は、差し迫ったFULL ACTIVE™の需要拡大への対応のための運転資金確保・設備投資とい

う、当社の成長加速のための投資として必要不可欠なものであり、且つ、これによるリターンが確実に期待

できるものである。

他方で、当会計年度において相当額の事業構造改善費用を特別損失として計上する見込みであることを踏

まえた目下の財務状況、当社の事業の性質上避けられない季節性の需要変動等に起因する収益のボラティリ

ティを考慮すれば、より安定したバランスシートを実現するために更なる資本性の資金調達が必要な状況が

存在する。安定したバランスシートを実現することは、更なる取引機会の拡大や、今後の事業成長のための

機動的な資金調達の実現にも繋がると考えられ、このような観点からも本第三者割当の必要性が基礎づけら

れる。

＜中略＞

(4) 本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の発行条件の合理性

本新株式の払込金額は、本第三者割当に係る取締役会決議日の４営業日後の日以降の３営業日間(平成30年

４月５日から平成30年４月９日まで)の各営業日の東京証券取引所における当社普通株式の取引に係る売買高

加重平均価格(即ち、当社普通株式の取引所立会内市場における各営業日の総売買金額を総売買高で除した

値)の単純平均値である本参照価格から10％ディスカウントした額(計算の結果１円未満の端数を生ずる場合

は、その端数を切り上げる。)である。この払込金額は、平成30年４月10日に開催予定の当社取締役会におい

て決定される予定である。

＜中略＞

なお、当社は、筆頭株主である産業革新機構の連帯保証が付されたコミットメントライン契約を３銀行と

の間で締結しており、当社株式の市場価格が極端に下落した場合には、当該連帯保証の解除事由である支配

権変動事由に該当することとなる可能性がある。もっとも、支配権変動事由が生じるのは、１株当たり払込

金額が74円以下(本参照価格が約82円以下)となった場合であるところ、発行決議日前営業日における当社株

式の終値が196円と約82円以下という水準からは相当程度の乖離があるのに対して、本第三者割当の割当予定

金額は合計で350億円と発行決議日前営業日における当社の時価総額(発行済株式総数に当日終値を乗じた金

額1,178億円)の約29.69％に過ぎないことに加え、本参照期間の末日までは短期間であることや本参照価格は

本参照期間における当社普通株式の売買高加重平均価格の単純平均値であることを踏まえると、そのような

問題が生じる可能性が存在するとは合理的に考え難く、この点は本参照価格を採用することの合理性を何ら

否定するものではない。なお、上記の支配権変動事由に該当する株価となっても、第２回取締役会において

決定される本第三者割当の総数が、1,120,670,338株(当社の発行可能株式総数から現在の発行済株式総数並

びに発行済新株予約権及び発行済新株予約権付社債の目的となる株式の数の合計数を引いた数。)を上回らな

い限り本第三者割当は中止されないが、当社にとって本第三者割当による資金調達を実行する必要性は極め

て高いことからすると、上記の払込金額の決定方法は、当社が必要とする金額の調達を可能とするものとし

て、既存投資家にとっても合理性があるものと判断される。

＜中略＞
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(5) 本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の相当性

本第三者割当による発行株式総数は、本第三者割当の公表後の当社の市場株価の動向によって変動するも

のの、払込金額の総額350億円に対して、平成30年３月27日(火)から平成30年３月29日(木)までの各取引日に

おける、東京証券取引所における当社普通株式の売買高加重平均価格の単純平均値に10％のディスカウント

を行った見込額178円(計算の結果１円未満の端数を切り上げ)を発行価格と仮定した場合の発行株式総数は約

196,627,700株となる。これは、平成30年３月30日現在の発行済株式総数の約32.69％に相当することから、

相当程度の希薄化が生じることが見込まれる。しかしながら、上記(2)に記載の通り、当社にとって本第三者

割当による資本性の資金調達を実行する必要性は極めて高く、また、本第三者割当の規模は、大規模ではあ

るものの、あくまでかかる資金調達の必要性に照らして相当な規模に設定されている。また、上記(3)に記載

の通り、本第三者割当は、他の資金調達方法との比較においても、最も適切な資金調達方法と考えられ、さ

らに上記(4)に記載の通り、払込金額には合理性が認められる。加えて、本第三者割当は、１名ないしごく少

数の者を割当先として行われる通常の大規模な第三者割当と異なり、多数の投資家を対象として行うもので

あるため、特定の株主が当社の支配権を握るといった事態は生じず、既存株主の地位が不安定になるという

不利益は生じない。

以上の事情を踏まえれば、希薄化が既存株主に与えうる影響を考慮してもなお、本第三者割当には必要性

及び相当性が認められると考えられる。
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(訂正後)

本海外機関投資家第三者割当の新株式の発行数(209,788,900株)を事業会社第三者割当に基づく新株式の発行

数(34,965,000株)とあわせると、本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当に基づく新株式の発行

数は244,753,900株となり、平成30年３月30日現在の発行済株式総数の約40.70％に相当し、希薄化率が25％以

上になることから、東京証券取引所の定める上場規程第432条に定める独立第三者からの意見入手又は株主の意

思確認手続きが必要となります。

そこで、当社は、当社の経営者から一定程度独立した者として、当社社外取締役である白井克彦氏、下河邉

和彦氏及び橋本孝久氏(全員が独立役員として東京証券取引所に届け出ている社外取締役です。)を選定し、本

海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を諮問し、平成30年３月

30日付で本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当には必要性及び相当性が認められるものと考え

る旨の意見を頂いておりましたが、平成30年４月10日付で、大要、以下の通りの意見を改めて頂きました。

＜中略＞

(2) 資本調達の必要性

今回の資金調達は、差し迫ったFULL ACTIVE™の需要拡大への対応のための運転資金確保・設備投資とい

う、当社の成長加速のための投資として必要不可欠なものであり、且つ、これによるリターンが確実に期待

できるものである。

他方で、前会計年度において相当額の事業構造改善費用を特別損失として計上する見込みであることを踏

まえた目下の財務状況、当社の事業の性質上避けられない季節性の需要変動等に起因する収益のボラティリ

ティを考慮すれば、より安定したバランスシートを実現するために更なる資本性の資金調達が必要な状況が

存在する。安定したバランスシートを実現することは、更なる取引機会の拡大や、今後の事業成長のための

機動的な資金調達の実現にも繋がると考えられ、このような観点からも本第三者割当の必要性が基礎づけら

れる。

＜中略＞

(4) 本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の発行条件の合理性

本新株式の払込金額は、本第三者割当に係る取締役会決議日の４営業日後の日以降の３営業日間(平成30年

４月５日から平成30年４月９日まで)の各営業日の東京証券取引所における当社普通株式の取引に係る売買高

加重平均価格(即ち、当社普通株式の取引所立会内市場における各営業日の総売買金額を総売買高で除した

値)の単純平均値である本参照価格から10％ディスカウントした額(計算の結果１円未満の端数を生ずる場合

は、その端数を切り上げる。)である。これにより算定された払込金額は143円である。

＜中略＞

なお、本第三者割当が実施された場合も、当社が３銀行と締結しているコミットメントライン契約に係る

産業革新機構の連帯保証の解除事由である支配権変動事由には該当しない。

＜中略＞

(5) 本海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の相当性

本第三者割当に基づく新株式244,753,900株は、平成30年３月30日現在の発行済株式総数の約40.70％に相

当することから、相当程度の希薄化が生じる。しかしながら、上記(2)に記載の通り、当社にとって本第三者

割当による資本性の資金調達を実行する必要性は極めて高く、また、本第三者割当の規模は、大規模ではあ

るものの、あくまでかかる資金調達の必要性に照らして相当な規模に設定されている。また、上記(3)に記載

の通り、本第三者割当は、他の資金調達方法との比較においても、最も適切な資金調達方法と考えられ、さ

らに上記(4)に記載の通り、払込金額には合理性が認められる。加えて、本第三者割当は、１名ないしごく少

数の者を割当先として行われる通常の大規模な第三者割当と異なり、多数の投資家を対象として行うもので

あるため、特定の株主が当社の支配権を握るといった事態は生じず、既存株主の地位が不安定になるという

不利益は生じない。

以上の事情を踏まえれば、希薄化が既存株主に与えうる影響を考慮してもなお、本第三者割当には必要性

及び相当性が認められると考えられる。
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